
行
っ
て
い
た
だ
く
。

Q 

健
康
増
進
施
設
に
位
置
付
け

る
メ
リ
ッ
ト
は
。

A 

メ
リ
ッ
ト
と
い
う
よ
り
、
実

情
が
観
光
施
設
と
し
て
の
利
用
実

態
で
は
な
い
。
住
民
の
福
祉
増
進

を
目
的
と
す
る
公
の
施
設
と
し
て

実
態
に
合
わ
せ
る
。

Q 

病
床
を
４
床
削
減
す
る
と
入

院
数
が
減
り
減
収
と
な
る
の
で
は
。

A 

過
去
の
デ
ー
タ
か
ら
病
床
の

利
用
率
は
７
割
。
平
均
で
18
床
は

空
い
て
い
る
た
め
減
収
は
な
い
と

見
込
ん
で
い
る
。

Q 

発
熱
患
者
な
ど
が
増
え
た
場

合
大
丈
夫
か
。

A 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
は

県
の
指
示
の
対
応
と
な
る
が
、
市

民
病
院
で
も
色
々
な
か
た
ち
で
準

備
を
考
え
て
い
る

（
飛
騨
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
火

災
）

Q 

支
払
わ
れ
た
賠
償
金
の
返
還

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
９
月
ま
で

わ
か
ら
な
か
っ
た
理
由
は
。

A 

詳
し
く
要
項
を
確
認
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
そ
の
恐
れ
が
あ
る

と
い
う
事
は
、
当
初
か
ら
判
っ
て

お
り
、
書
類
に
そ
の
恐
れ
が
あ
る

場
合
は
変
更
す
る
こ
と
を
記
載
し

て
い
た
。

Q 

こ
の
訴
訟
の
決
着
見
通
し
は
。

A 

当
初
想
定
し
た
ほ
ど
は
か
か

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

Q 

当
方
の
金
額
が
一
部
し
か
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
支
払

わ
れ
た
約
２
億
の
金
額
の
返
還
義

務
は
、
そ
の
割
合
に
応
じ
て
あ
る

の
か
。

A 

過
失
割
合
で
返
還
す
る
と

思
っ
て
い
る
。
確
認
中
で
あ
る
。

Q 

交
通
量
の
多
い
と
あ
る
が
ど

れ
く
ら
い
の
交
通
量
か
。

A 

定
め
で
何
台
以
上
と
い
う
の

は
な
い
。
自
治
体
の
状
況
に
よ
っ

て
決
ま
る
。

Q 

市
に
は
改
正
内
容
に
沿
っ
て

改
良
す
る
よ
う
な
道
路
が
あ
る
の

か
。

A 

早
急
に
自
転
車
通
行
帯
と
し

て
整
備
す
る
も
の
は
な
い
。

か
。

A 

特
別
職
非
常
勤
職
員
と
い
う

立
場
で
は
な
く
な
る
が
、
区
長
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
な
仕
事

を
お
願
い
し
、
支
給
金
額
は
従
前

の
ま
ま
で
あ
る
。

Q 

非
常
勤
の
特
別
職
員
と
し
て

い
た
行
政
区
長
の
職
を
見
直
す
と

は
何
か
。

A 

区
長
の
仕
事
は
今
ま
で
通
り

変
わ
ら
な
い
が
、
公
職
選
挙
法
の

適
用
が
な
く
な
る
。

Q 

市
内
に
指
定
を
受
け
る
こ
と

が
可
能
な
条
件
を
満
た
し
た
団
体

は
い
く
つ
あ
る
の
か
。

A 

条
件
を
満
た
す
の
は
、
こ
の

ほ
か
に
１
者
で
合
計
２
者
。

Q 

ゆ
ぅ
わ
～
く
は
う
す
の
食
堂

の
営
業
行
為
の
位
置
づ
け
は
ど
う

な
る
の
か
。
条
例
上
、
飲
食
は
問

題
な
い
の
か
。

A 

条
例
に
は
記
載
が
な
く
、
指

定
管
理
者
と
協
議
を
行
う
。
食
堂

部
門
は
目
的
外
で
は
な
く
、
本
来

業
務
と
し
て
仕
様
書
に
も
入
れ
、

が
あ
る
な
か
、
公
務
員
給
与
を
減

ら
す
と
負
の
連
鎖
に
繋
が
る
の
で

は
。
公
務
員
の
給
与
、
待
遇
の
質

を
ど
ん
ど
ん
落
と
し
業
務
の
質
を

下
げ
る
こ
と
は
避
け
て
ほ
し
い
。

A 

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
も
、
い

ろ
ん
な
意
見
が
あ
る
。
現
状
は
人

事
院
勧
告
に
従
い
上
程
す
べ
き
と

判
断
し
た
。
市
民
生
活
に
寄
り
添

う
気
持
ち
を
よ
り
一
層
強
く
し
職

務
に
あ
た
る
。

Q 
こ
の
人
事
院
勧
告
の
比
較
時

期
は
。

A 

昨
年
８
月
か
ら
今
年
７
月
ま

で
の
手
当
等
を
比
較
。
給
与
は
毎

年
４
月
を
比
較
し
て
い
る
。

Q 

再
任
用
職
員
の
減
額
は
な
い

の
か
。

A 

再
任
用
職
員
は
勧
告
が
な

か
っ
た
の
で
、
現
状
の
ま
ま
。

Q 

地
方
公
務
員
法
、
地
方
自
治

法
改
正
で
非
常
勤
の
特
別
職
の
任

用
要
件
の
厳
格
化
と
は

A 

以
前
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
、

非
常
勤
職
員
と
し
て
い
た
が
、
働

き
方
改
革
で
同
一
労
働
、
同
一
賃

金
に
す
る
た
め
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
が
必
要
と
な
っ
た
。

Q 

報
酬
か
ら
謝
礼
に
改
め
る
こ

と
で
、
謝
礼
金
額
は
ど
う
な
る
の

Q 

市
職
員
に
つ
い
て
は
、
改
正

し
な
く
て
も
良
い
の
で
は
。

A 

こ
れ
ま
で
も
人
事
院
勧
告
に

沿
っ
て
、
上
が
る
時
も
下
が
る
時

も
実
施
し
て
い
る
。

Q 

全
国
的
に
最
低
時
給
を
１
，

５
０
０
円
ま
で
上
げ
る
要
望
の
声
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常
任
委
員
会
Ｑ
＆
Ａ

◆
議
案
１
１
２
号

飛
騨
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
議
案
１
１
３
号

飛
騨
市
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
対
応
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

◆
議
案
１
１
４
号

飛
騨
市
常
勤
の
特
別
職
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

◆
議
案
１
１
５
号

飛
騨
市
教
育
長
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◆
議
案
１
１
６
号

飛
騨
市
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期

末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

◆
議
案
１
１
７
号

飛
騨
市
行
政
区
等
設
置
条

例
の
一
部
改
正

◆
議
案
１
１
９
号

指
定
管
理
者
の
指
定

（
多
機
能
型
障
が
い
者
支

援
セ
ン
タ
ー
）

◆
議
案
１
２
０
号

飛
騨
市
健
康
増
進
施
設
条

例

◆
議
案
１
２
２
号

飛
騨
市
国
民
健
康
保
険
病

院
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

◆
議
案
１
２
３
号

訴
え
の
変
更
に
つ
い
て

◆
議
案
１
２
４
号

飛
騨
市
市
道
の
構
造
の
技

術
的
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正



が
空
き
家
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
。

A 

息
子
さ
ん
が
新
築
し
、
し
ば

ら
く
し
て
親
御
さ
ん
の
家
が
空
き

家
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ

る
。
そ
こ
を
見
越
し
た
政
策
を
打

つ
か
ど
う
か
の
議
論
だ
と
思
う
が
、

そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
増
え
れ
ば
考

え
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
政
策

は
あ
く
ま
で
も
新
築
住
宅
を
増
や

し
、
飛
騨
市
へ
の
定
着
と
建
築
の

経
済
効
果
両
方
を
狙
う
政
策
で
あ

り
空
き
家
に
つ
い
て
は
、
空
き
家

対
策
と
し
て
行
う
。

教
育
委
員
会

Q 

今
年
度
購
入
す
る
タ
ブ
レ
ッ

ト
の
納
入
は
、
少
し
遅
れ
て
１

月
か
２
月
頃
と
伺
っ
て
い
る
が
、

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
作
業
は
年
度
内

に
完
了
す
る
か
。

A 

１
台
ず
つ
作
業
を
行
い
、
今

年
度
中
に
終
わ
る
。

Q 

外
国
人
語
学
講
師
の
３
名
帰

国
、
３
名
入
国
予
定
の
補
正
予
算

な
の
か
。

A 

こ
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、

そ
の
都
度
補
正
予
算
で
対
応
し
、

帰
国
に
つ
い
て
は
６
月
補
正
で
、

招
聘
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
補
正

対
応
と
な
る
。

Q 

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
今
後
の
予
定
は
。

A 

米
国
人
１
名
が
１
月
末
、
他

２
名
が
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
時
期
は

未
定
だ
が
、
予
定
し
て
い
る
。

Q 

予
算
上
の
見
積
り
は
ど
う
し

て
い
る
の
か
。

A 

専
門
業
者
か
ら
の
見
積
り
を

参
考
に
予
算
計
上
し
て
い
る
。

農

林

部

Q 

ス
マ
ー
ト
農
業
・
技
術
導
入

補
助
の
前
倒
し
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

A 

翌
年
度
予
定
し
て
い
た
事
業

に
お
い
て
、
今
回
県
補
助
金
の
め

ど
が
つ
い
た
た
め
今
年
度
事
業
と

す
る
も
の
。

Q 

国
・
県
は
よ
り
大
規
模
な
農

業
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
市
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
の
か
。

A 

市
と
し
て
何
を
優
先
す
る
か

を
考
え
る
。
圃
場
整
備
に
よ
る
面

的
拡
張
・
集
積
。
ブ
ラ
ン
ド
化
の

推
進
兼
業
・
専
業
の
後
継
者
育
成

な
ど
に
よ
り
優
良
農
地
を
守
る
。

商
工
観
光
部

Q 
映
像
制
作
費
助
成
の
費
用
対

効
果
は
。

A 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
を
活

用
し
て
支
援
す
る
も
の
。
制
度
を

提
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
投
資
を

し
た
わ
け
で
は
な
い
。

Q 

コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
の
指
定

管
理
者
支
援
は
い
つ
ま
で
あ
る
の

か
。

A 

状
況
を
見
極
め
て
支
援
を
考

え
て
い
く
。
収
束
す
る
ま
で
は
何

ら
か
の
支
援
を
考
え
て
い
く
。

額
理
由
は
。

A 

コ
ロ
ナ
対
策
へ
の
対
応
が
中

心
で
時
間
外
勤
務
が
増
え
た
。

Q 

職
員
数
の
不
足
は
な
い
か
。

A 

必
要
な
職
員
数
は
確
保
で
き

て
い
る
と
考
え
る
。
コ
ロ
ナ
対
策

等
で
短
期
の
人
員
が
必
要
な
場
合

は
会
計
年
度
任
用
職
員
や
派
遣
職

員
で
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
内
定
辞

退
を
防
ぐ
た
め
内
定
式
を
考
え
て

い
る
。

市
民
福
祉
部

Q 
船
津
火
災
の
支
援
後
、
今
後

の
市
の
考
え
方
と
税
金
の
使
い
方

は
。

A 

元
来
あ
る
見
舞
金
制
度
で
対

応
す
る
の
が
原
則
で
、
船
津
火
災

の
場
合
は
特
例
で
、
今
後
は
い
ろ

い
ろ
な
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し

て
い
く
。

Q 

保
育
園
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
で
効
率

化
は
図
ら
れ
て
い
る
か
。
他
の
保

育
園
へ
の
導
入
も
考
え
て
い
る
の

か
。

A 

人
事
管
理
や
入
退
園
管
理
に

は
十
分
役
立
っ
て
い
る
。
全
て
の

私
立
保
育
園
に
は
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
今
後
は
公
立
保
育

園
に
も
順
次
導
入
し
て
い
き
た
い
。

環
境
水
道
部

Q 

検
査
委
託
料
の
減
額
理
由
は
。

A 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
専
門
性
が

高
い
業
務
で
、
業
者
に
よ
っ
て
応

札
額
が
大
き
く
変
わ
る
。

総

務

部

Q 

繰
越
明
許
費
補
正
の
内
訳
と

契
約
の
有
無
は
。

A 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
３
件
、
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

事
業
１
件
、
道
整
備
交
付
金
事
業

３
件
、
街
並
み
環
境
整
備
事
業
１

件
、
公
共
土
木
施
設
補
助
災
害
復

旧
事
業
１
件
。
関
係
者
と
の
協
議

や
調
整
等
が
遅
れ
次
年
度
へ
繰
越

し
。
う
ち
２
件
は
発
注
済
み
で
残

り
は
未
契
約
。

Q 

社
会
基
盤
維
持
基
金
繰
入
後

の
残
高
は
。

A 

令
和
２
年
度
末
で
５
２
５
万

円
の
残
額
見
込
み
、
３
月
補
正
で

必
要
な
額
を
積
み
立
て
る
予
定
。

Q 

県
知
事
選
挙
で
の
立
会
人
報

酬
の
増
額
理
由
は
。

A 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理

者
に
管
理
職
職
員
が
就
く
場
合
、

こ
れ
ま
で
は
時
間
外
手
当
が
無

か
っ
た
が
、
働
き
方
改
革
に
よ
り

午
後
５
時
15
分
以
降
８
時
ま
で
夜

間
手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
た
め
。

Q 

正
職
員
の
時
間
外
手
当
の
増

基
盤
整
備
部

Q 

県
営
事
業
負
担
金
の
補
正
財

源
に
つ
い
て
。

A 

今
回
、
神
岡
長
倉
線
の
負
担

金
が
追
加
と
な
っ
た
。

　

当
初
予
算
と
合
わ
せ
て
６
，

８
２
０
万
円
の
予
算
の
う
ち
基
金

繰
入
４
，
０
０
０
万
円
。
残
り
２
，

８
２
０
万
円
が
一
般
財
源
。

Q 

除
雪
費
予
算
は
不
足
し
な
い

か
。
予
備
費
の
考
え
方
は
。

A 

除
雪
委
託
料
が
多
か
っ
た
年

で
、
４
憶
円
程
度
の
決
算
実
績
で

あ
る
。
通
常
、
当
初
予
算
で
３
億

円
計
上
し
、
予
備
費
で
１
億
円
を

確
保
し
て
お
け
ば
、
対
応
で
き
る

と
想
定
し
て
い
る
。

Q 

こ
の
時
期
に
住
宅
対
策
費
１
，

０
０
０
万
円
の
補
正
は
な
ぜ
。
申

請
件
数
が
増
え
た
内
訳
は
。

A 

春
先
に
全
て
の
補
助
金
申
請

が
提
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

補
助
申
請
は
、
新
築
の
30
万
円
が

45
件
。
20
万
円
が
５
件
。
中
古
住

宅
の
購
入
を
想
定
し
た
10
万
円
20

件
。
加
算
額
と
し
て
転
入
世
帯
に

50
万
円
が
30
件
。
市
内
業
者
に
よ

る
新
築
助
成
が
20
万
円
35
件
。
移

住
者
改
築
で
３
分
の
１
助
成
で

１
０
０
万
円
上
限
が
10
件
で
延
べ

４
，
５
０
０
万
円
の
試
算
と
な
っ

て
い
る
。

Q 
若
い
世
代
が
補
助
金
に
よ
り

新
築
す
る
と
、
将
来
、
親
の
自
宅

予
算
特
別
委
員
会
Ｑ
＆
Ａ

4

定例会の概要

◆
議
案
１
２
５
号

飛
騨
市
一
般
会
計
補
正
予

算（
補
正
第
７
号
）



Q 

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
方
は
入
国
に
際
し
、

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
行
う
の
か
。

A 
米
国
人
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
、
１
月

10
日
に
入
国
し
、
検
査
や
ホ
テ
ル

で
の
２
週
間
の
滞
在
の
の
ち
、
１

月
末
に
飛
騨
市
に
入
る
。

市
民
福
祉
部

Q 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
手
数
料
は
何

人
分
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

A 

検
査
キ
ッ
ト
と
保
健
所
へ
の

検
査
手
数
料
と
し
て
、
河
合
・
宮

川
の
診
療
所
で
各
30
名
ず
つ
予
定
。

市
民
福
祉
部

Q 

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
給
付
金

１
１
８
世
帯
は
対
象
世
帯
全
部
か
。

A 

７
月
の
補
正
第
４
号
で
基
本

給
付
を
受
け
ら
れ
た
全
世
帯
が
対

象
。
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定例会の概要

◆
議
案
１
２
６
号

飛
騨
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算

（
補
正
第
３
号
）

◆
議
案
１
２
８
号

飛
騨
市
一
般
会
計
補
正
予

算（
補
正
第
８
号
）

《
追
加
上
程
》

３月定例会　開催日予定

要望書提出

2月26日（金）　開会日（議案上程）	 3月12日（金）　常任委員会（付託案件審査）

3月 8日（月）　一般質問（1日目）	 15日（月）　予算特別委員会（新年度予算）

9日（火）　一般質問（2日目）	 16日（火）　予算特別委員会　2日目

10日（水）　一般質問（3日目）	 17日（水）　予算特別委員会　3日目

11日（水）　予算特別委員会・本会議	 19日（金）　閉会日（採決）
	 ※	一般質問は質問者の人数により2日間となる場合があります

◆		地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願
	 高山たばこ販売協同組合　理事長　都竹　　均
	 	　飛騨市が所有・管理するいくつかの公共施設・場所のうち、その利用者から管理者のもとへ要望が寄
せられている施設・場所において、または集客が多い施設・場所において、非喫煙者・喫煙者双方に配
慮した箇所に喫煙場所を設置すること、および当該喫煙場所の日々の維持・管理をおこなうこと。

	 《紹介議員　上ケ吹　豊孝》
	 採択（12月17日）	※賛成多数

　飛騨市議会は12月24日、都竹市長に要望書を提出
し、空き家対策、小中学校で情報通信技術を生かした
教育（ICT教育）の推進を求めました。
　空き家対策では、空き家解体後の固定資産税の負担
増加に対する対策。ICT教育の推進では、各家庭での
インターネット環境整備や機器の計画的な更新の対応
を求めました。
　また、高山たばこ販売協同組合からの「地方たばこ
税を活用した分煙環境整備に関する請願」を採択した
件についての報告も行いました。 飛騨市議会（正副議長）が要望書を手渡した

12月定例会　請  願


